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著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
国
会
に
提
出
さ
れ
た
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日
閣
法
第
五
十
四
号
。
以
下
「
法

案
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
つ
い
て
、
第
百
六
十
八
回
国
会
に
お
い
て
提
出
し
た
質
問
主
意
書
（
質
問
第
二
一
六
号
。
以
下

「
先
の
質
問
」
と
い
う
。
）
及
び
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
一
六
号
。
以
下
「
先
の
答
弁
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、

先
の
質
問
に
お
け
る
指
摘
が
本
法
案
に
お
い
て
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
評
価
し
難
い
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
以
下
質
問

す
る
。

一

法
案
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
新
設
条
項
に
お
け
る
「
著
作
権
を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行
わ
れ
る
自
動

公
衆
送
信
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。
）
を
受
信
し
て
行
う

デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音
又
は
録
画
を
、
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
行
う
場
合
」
（
以
下
「
本
項
規
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
質
問
す
る
。

�
）

本
項
規
定
に
は
、
専
ら
映
画
の
著
作
物
に
つ
き
我
が
国
よ
り
も
著
作
権
の
保
護
期
間
が
短
く
、
か
つ
文
学
的
及
び
美

術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
第
七
条
第
八
項
を
根
拠
と
す
る
相
互
主
義
を
採
用
し
て
い
る
国
に
お
い
て

自
動
公
衆
送
信
さ
れ
て
い
る
昭
和
二
十
九
年
（
西
暦
千
九
百
五
十
四
年
）
か
ら
三
十
四
年
（
西
暦
千
九
百
五
十
九
年
）

一



に
公
開
さ
れ
た
映
画
を
我
が
国
に
お
い
て
視
聴
す
る
目
的
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
行
為
は
含
ま
れ
る
の
か
。
ま
た
、
こ

の
場
合
に
お
い
て
法
案
第
四
十
七
条
の
八
の
「
当
該
複
製
物
の
使
用
が
著
作
権
を
侵
害
し
な
い
場
合
」
が
成
立
し
得
る

事
例
は
想
定
し
て
い
る
の
か
。

�
）

本
項
規
定
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
著
作
権
法
第
百
七
条
に
お
け
る
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
（
権
利
者
の
利
益
を
不
当

に
害
し
な
い
公
正
な
利
用
で
あ
れ
ば
、
許
諾
な
し
に
著
作
物
の
利
用
が
で
き
る
と
す
る
も
の
）
に
基
づ
き
当
該
国
の
法

律
上
は
合
法
的
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
、
自
動
公
衆
送
信
さ
れ
て
い
る
著
作
物
を
我
が
国
に
お
い
て
視
聴
す
る
目
的
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
行
為
は
含
ま
れ
る
の
か
。

�
）

先
の
答
弁
で
は
「
適
法
サ
イ
ト
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
運
用
上
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
こ
と
」
を
文
化
審

議
会
著
作
権
分
科
会
私
的
録
音
録
画
小
委
員
会
の
報
告
書
に
記
載
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
項
規
定
は
先
の
質
問
に

お
い
て
指
摘
し
た
「
一
般
国
民
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
行
為
に
対
し
て
常
に
、
か
つ
高
確
率
で
損
害
賠

償
を
負
う
リ
ス
ク
を
生
じ
さ
せ
る
結
果
と
な
る
」
危
険
性
を
一
方
的
に
増
大
さ
せ
る
恐
れ
が
大
き
い
と
評
せ
ざ
る
を
得

な
い
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
を
創
設
す
る
こ
と
自
体
、
諸
外
国
の
著
作
権
法
に
お
け
る
フ
ェ
ア
ユ
ー

ス
規
定
の
否
定
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
我
が
国
の
知
的
財
産
戦
略
本
部
に
お
い
て
も
提
言
さ
れ
て
い

二



る
将
来
的
な
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
規
定
の
創
設
を
著
し
く
妨
げ
る
要
因
と
成
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

二

法
案
第
四
十
七
条
の
八
の
規
定
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

先
の
質
問
に
お
い
て
「
仮
に
現
行
の
著
作
権
法
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
が
『
複
製
』
と
解
釈
さ
れ
て
も
権
利
制
限
を
加
え
る

べ
き
で
は
な
い
と
す
る
」
文
化
審
議
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
の
見
解
に
つ
き
「
見
解
に
基
づ
く
条

文
が
法
律
に
明
記
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
を
為
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
条
項
を
追

加
し
な
け
れ
ば
キ
ャ
ッ
シ
ュ
が
外
形
的
に
「
複
製
」
と
み
な
さ
れ
、
違
法
と
成
り
得
る
恐
れ
が
生
じ
た
為
に
創
設
す
る

の
か
。

�
）

一
般
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
閲
覧
す
る
際
に
使
用
さ
れ
る
ブ
ラ
ウ
ザ
と
呼
ば
れ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
特
定
の
フ
ォ

ル
ダ
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
を
蓄
積
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
が
、
違
法
複
製
物
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
が
フ
ォ
ル
ダ
に
収
納
さ
れ
て

い
る
時
点
で
は
本
条
項
の
規
定
に
よ
り
合
法
と
解
さ
れ
る
場
合
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
を
フ
ォ
ル
ダ
か
ら
内
蔵
記
憶
装
置
の
他

の
領
域
（
自
動
公
衆
送
信
状
態
に
置
か
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
や
、
外
部
記
憶
装
置
に
移
動
す
る

場
合
、
本
条
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
の
か
。

三

先
の
質
問
に
お
い
て
、
本
法
案
が
成
立
・
施
行
さ
れ
た
場
合
に
便
乗
し
て
振
り
込
め
詐
欺
や
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
詐
欺
、
恐
喝

三



行
為
等
が
増
大
す
る
恐
れ
に
つ
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
先
の
答
弁
で
は
「
御
指
摘
の
よ
う
な
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、
仮

に
同
項
の
規
定
の
適
用
除
外
の
範
囲
を
拡
大
す
る
場
合
に
は
、
当
該
制
度
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
広
く
国
民
へ
の
周
知
を
図

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
具
体
的
に
「
御
指
摘
の
よ
う
な
被
害
が
生
じ
な
い

よ
う
」
ど
の
よ
う
な
対
策
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
の
か
。
何
ら
予
定
が
無
い
場
合
、
係
る
犯
罪
の
発
生
が
当
然
に
予
見
し

得
る
政
策
を
平
成
十
九
年
秋
に
実
施
さ
れ
た
意
見
募
集
で
示
さ
れ
た
多
く
の
一
般
国
民
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
強
行
す
る
以

上
、
無
責
任
と
の
謗
り
を
免
れ
得
な
い
も
の
と
思
料
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
問
う
。

四

平
成
二
十
年
度
ま
で
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
に
設
置
さ
れ
て
い
た
私
的
録
音
録
画

小
委
員
会
の
後
継
組
織
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

事
務
局
が
私
的
録
音
録
画
補
償
金
に
お
け
る
「
利
害
関
係
者
」
と
認
定
し
て
い
る
立
場
の
者
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場

の
者
で
あ
る
の
か
、
全
て
の
列
挙
を
求
め
る
。

�
）

報
道
に
よ
る
と
、
当
該
組
織
は
非
公
開
の
私
的
懇
談
会
と
し
て
設
置
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形

態
で
設
置
す
る
理
由
は
何
か
。
分
科
会
は
そ
の
閉
鎖
性
な
い
し
情
報
開
示
に
対
す
る
消
極
的
姿
勢
が
平
成
十
六
年
の
国

会
審
議
に
お
い
て
批
判
に
晒
さ
れ
、
同
年
度
よ
り
公
開
を
原
則
と
し
て
来
た
経
緯
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、

四



当
該
組
織
の
設
置
形
態
は
こ
う
し
た
経
緯
に
真
っ
向
か
ら
反
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。

�
）

当
該
組
織
の
構
成
員
の
選
定
基
準
に
つ
い
て
は
分
科
会
委
員
や
私
的
録
音
録
画
小
委
員
会
の
専
門
委
員
に
準
じ
て
い

る
の
か
。
特
に
当
該
組
織
の
議
事
が
非
公
開
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
事
務
局
の
意
向
に
沿
っ
た
「
利
害
関
係

者
」
が
優
先
的
に
集
め
ら
れ
る
と
共
に
私
的
録
音
録
画
小
委
員
会
に
お
い
て
事
務
局
の
議
事
進
行
に
批
判
的
な
立
場
の

委
員
ま
た
は
専
門
委
員
を
排
除
し
、
事
務
局
の
求
め
る
結
論
に
沿
っ
た
形
で
議
事
を
円
滑
に
進
め
る
意
図
に
基
づ
き
非

公
開
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
一
部
で
生
じ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

五


